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いじめを理由とする児童・生徒の自死と保護者に対する学校の責任

Ⅰ　はじめに
　児童・生徒が自死するに至る原因は様々で
あるが、自死が学校生活に起因する場合も少
なくない。そのような場合、我が子を失った
保護者が学校で何が起こっていたのかを知り
たいと思うのは人として自然なことである。
もっとも、保護者が独自に調査することは現
実的には困難である。そこで、真実を知りた
いという保護者の思いは、それに応える学校
側の義務として法的に構成されることにな
る。これが調査報告義務である。
　この調査報告義務は、これまでは、いじめ
を理由として児童・生徒が自死した場面で問
題となることが多かった。裁判例に最初に登
場したのは2001年で、当時は学説においても
調査報告義務の発生根拠などが議論された。
その後、裁判例が積み重ねられていくにつ
れ、調査報告義務は学校側の義務として確立
し、調査報告義務をめぐる裁判上の中心的な
争点は、具体的な事案において学校側が調査
報告義務を尽くしたといえるかどうかという
点に移行していった。
　調査報告義務は2013年のいじめ防止対策推
進法の制定で新たな段階に入ることになっ
た。同法は、「いじめにより当該学校に在籍
する児童等の生命、心身又は財産に重大な被
害が生じた疑いがあると認める」事態と「い
じめにより当該学校に在籍する児童等が相当

の期間学校を欠席することを余儀なくされて
いる疑いがあると認める」事態の 2つを重大
事態と定義し、重大事態が生じた場合にはそ
れに「対処し、及び当該重大事態と同種の事
態の発生の防止に資するため、速やかに、当
該学校の設置者又はその設置する学校の下に
組織を設け、質問票の使用その他の適切な方
法により当該重大事態に係る事実関係を明確
にするための調査を行う」こと、そして、こ
の「調査を行ったときは、当該調査に係るい
じめを受けた児童等及びその保護者に対し、
当該調査に係る重大事態の事実関係等その他
の必要な情報を適切に提供する」ことを「学
校の設置者又はその設置する学校」に義務付
けたが（28条 1 、 2 項）、これによって調査
報告義務は法律上の明文の根拠を獲得した。
現在では、重大事態が生じた場合には同条に
基づいて調査がなされ、また、調査の結果に
ついては保護者に情報提供されることになっ
ている（1）。
　いじめを苦に児童・生徒が自死したという
事案をめぐっては、従来、学校側の安全配慮
義務違反、安全確保義務違反の問題が主たる
検討対象となり、調査報告義務についてはあ
まり検討の対象になってこなかった（2）。いじ
め防止対策推進法や文部科学省の指針等に
よって調査報告義務の内容は明確になってき
たところであるが、従前の調査報告義務論と
同法上の調査報告義務との関係など理論的に
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整理しなければならない点が残っており、こ
の点を検討する必要があるように思われる。
　本稿では、従前の法状況を概観したうえ
で、現行法の下での調査報告義務に関する規
律を確認し（3）、現在における調査報告義務の
解釈上の課題について、検討することにした
い。
　なお、調査報告義務は、いじめが現になさ
れている時のそれと、自死という結果が生じ
た後のそれとに分けることができるが、前者
は学校側の安全配慮義務・安全確保義務の一
環として把握されるべきものであり（4）、本稿
では後者の調査報告義務について検討する。
また、調査報告義務は、自死が教員の体罰に
起因する場合などいじめを理由とするもので
ない場合にも問題となるものであるため、必
要に応じて言及することにする。

Ⅱ　いじめ防止対策推進法施行前の法状況

1 ．調査報告義務をめぐる裁判例

　ここでは、いじめを苦に児童・生徒が自死
した場合における学校側の調査報告義務違反
の有無が争われた裁判例を確認するが、裁判
例においてはいじめを苦に自死したのかとい
うこと自体も争点になるため、いじめを理由
に自死した、あるいはその可能性があると原
告が主張している裁判例における調査報告義
務の判断について見ていくことにする（5）。
【1】横浜地判2001年 1 月15日判タ1084号252
頁（中野中学校いじめ訴訟）
　津久井町立の中学校に通う 2年生の男子生
徒が、1994年 7 月、自宅で自死した事案であ
る。訴え提起は1997年である（6）。
　判決は、「町立中学校の設置者である被告
町には、在学する生徒との間には公法上の在
学契約関係が存するのであるから、在学する
生徒に対しては、その教育目的に必要な限度
で学校施設や設備を供して、教諭により所定
の課程の教育を施す義務を負い、在校生との

間に右の特別な社会的接触の法律関係に入っ
た当事者として、当該法律関係の付随義務と
して、公法上の原則でもある信義則により、
学校内、あるいは学校に何らかの原因がある
とうかがわれるような事故が生徒に発生した
場合には、その原因などについて調査した上
で、必要に応じて、当該生徒または親権者に
報告する義務がある」と述べ、調査報告義務
の存在を肯定した。
　もっとも、「本件自殺後、s校長の指示のも
と、 2年 3組生徒らなどに、順次、面接、電
話などを通じて亡一郎（被害生徒─引用者
注）とトラブルの有無などについて調査検討
し、相当程度詳細な 8月報告、 9月報告を町
教委に提出していること、本件自殺直後、 2
学期、 3学期と、 3回調査をしていたこと、
原告らによる質問などに対しては、s校長、
町教委教育長が、その都度回答を書面により
発していること、町教委は、その組織の性質
上、直接調査を実施しなかったが、s校長に
実態を把握するように指示を出し、その報告
を受けていた」と述べ、中学や町教育委員会
の調査報告義務違反を否定した。
　控訴審判決である東京高判2002年 1 月31日
判タ1084号103頁も、「中野中学及び町教委に
本件自殺について調査・報告義務違反がある
とまでは認められないことは、原判決…記載
のとおりである」として、全面的に一審の判
断を是認した。
【2】富山地判2001年 9 月 5 日判タ1115号196
頁（奥田中学校いじめ訴訟）
　富山市立の中学校に通う 1年生の女子生徒
が、1988年12月に自死した事案である。訴え
提起は1996年である。
　判決は、「公立中学校の設置者と生徒との
親権者とは、一定の法的関係（公立中学校の
在学関係）にあり、そのような関係に付随し
て、設置者は、信義則に基づき、学校やこれ
に密接に関連する生活関係における生徒の行
状やそれに対する指導内容などについて、親
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権者の求めに対し、あるいは学校側から、教
育的配慮の下、必要に応じて、親権者に対し
て報告すべき義務を負うというべきである。
特に、前記のとおり公立中学校は生徒らに対
して安全保持義務を負っているのであるか
ら、生徒の生命、身体、精神等に重大な影響
を及ぼすおそれがある場合や現にそうした事
態が発生した場合には、事態の状況やその原
因、経緯、学校がどのような対応をとったか
（あるいはとろうとしているか）等について、
親権者に対し報告すべき義務を負っているも
のと解するのが相当である」として、一般論
として報告義務を肯定した（7）。
　もっとも、報告義務違反があったかどうか
については、教育委員会に提出した事故報告
書に記載された内容の大部分について、教頭
や担任から原告らに対してそれ相応に説明さ
れたことを理由に（8）、また、生徒らに書かせ
た作文を焼却処分したことについても、同作
文は教育目的で作成されたもので、原告らに
開示し報告することを予定して書かれたもの
とはいえないことを理由に（9）、これを否定し
た（10）。
【3】福岡地判 2001 年12月18日判タ1136 号
126頁（城島中学校いじめ訴訟（11））
　町立中学校に通う 3年生の男子中学生が、
1996年 1 月に自死した事案である。
　判決は、「一般に、公立中学校の設置者で
ある地方公共団体と在学する生徒の親権者と
の間には、公法上の在学契約関係が存在し、
この在学契約関係の中で、教師らは、学校に
おける教育活動及びこれに密接に関連する生
活関係において生徒らを指導するのであるか
ら、公立中学校の教師ら及び当該地方公共団
体の教育委員会は、上記公法上の在学契約関
係に基づいて特別な社会的接触の関係に入っ
た当事者として、上記法律関係の附随義務と
して、信義則により、学校内、又は、学校外
においても学校に何らかの原因があると窺わ
れるような事故が生徒に発生した場合には、

その原因などについて、調査した上で、必要
に応じて、当該生徒又は親権者に対して報告
する義務（以下「調査報告義務」という。）
がある」と述べ、一般論のレベルで調査報告
義務を肯定した（12）。
　そのうえで、被害生徒の自死についての報
告があった当日、教諭が、被害生徒の自死と
の関係を申告してきた生徒から事情聴取をし
ていること、校長らが中学校の調査結果の途
中経過を報告し、原告らの申入れを受けて回
答書で回答していることなどを指摘し、中学
校の教師ら及び町教育委員会に調査報告義務
違反があったということはできないと判示し
た（13）。
【4】福岡高判2002年 8月30日裁判所ウェブサ
イト、Westlaw Japan 2002WLJPCA08309001
　【3】の控訴審判決であるが、「一般に、公
立中学校の設置者である地方公共団体と在学
する生徒及びその親権者との間には、公法上
の法律関係である公立中学校の在学関係が存
在し、かかる在学関係の中で、教師らは、学
校における教育活動及びこれに密接に関連す
る生活関係において生徒らを指導するのであ
り、その過程において、生徒の生命、身体、
精神等に重大な影響を及ぼし、あるいはその
恐れのある事故等が発生した場合には、当該
事故等について、一定の調査等をすべきであ
り、当該事故等の当事者である当該生徒の親
権者等から、調査の内容あるいは結果の開示
が求められた場合には、当該事故等の具体的
態様、経過等の事実関係はもとより、学校側
の対応及び今後の対策等調査の内容あるいは
結果等を報告すべき責務を負うと解するのが
相当であ」るとして、調査報告義務を肯定し
た。本件でも、教師や町教育委員会は、第一
審原告に対し、「少なくとも A（被害生徒─引
用者注）の自殺の原因になったと思われるい
じめの存否、その態様等を調査し、これに対
する教師らの対応等について、具体的に報告
する義務を負う」と判示した（14）。
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　そのうえで、調査が行われた時期が高校受
験期という進路指導において最も重要な時期
であったことや、生徒らにも相当な精神的動
揺・負担が生じていたと推察されることから
すると、「自己申告や、上記感想文、アンケー
ト等により、Aの自殺に何らかの原因を与
え、あるいはかかる事実関係を知っていると
思われる生徒らを把握し、これらの生徒に対
しては、面接による個別的事情聴取を行う一
方で、その余の生徒らからは、逐一事情を聴
取することはしないこととしたのも、決して
不相当な判断とはいえない」などとして、調
査義務違反を否定した。
　報告義務についても、「学校においてこれ
ら事実関係を完全には把握せず、Aに対する
いじめの存否及びその具体的内容等の未だ確
定していない段階において、これをすべて開
示することは、その開示した内容が既成事実
として取り扱われる可能性を否定できず、そ
れはまた Aの遺書に名指しされた生徒ら以
外の生徒らに対しても、更なる精神的な動揺
を与える可能性を否定できないことを考える
と、本件回答書において、Aに対する具体的
いじめの態様、原因などに関する記載が、同
書程度にとどまったこともまたやむを得な
い」などとして、違反はないとした（15）。
【5】横浜地判 2006 年 3月28日判タ1235 号
243頁（野庭高校いじめ訴訟（16））
　県立高校に通う 1年生の女子生徒が、1998
年 7 月に自死した事案である。
　判決は、「公立高校の設置者である地方公
共団体と在学する生徒の親権者との間には、
公法上の在学契約関係が存在し、この在学契
約関係の中で、教師らは学校における教育活
動及びこれに密接に関連する生活関係におい
て生徒らを指導するのであるから、地方公共
団体は、上記法律関係の付随義務として、学
校内、あるいは学校外においても学校に何ら
かの原因があると窺われるような事故が生徒
に発生した場合には、その原因などについて

調査した上で、必要に応じて、当該生徒又は
親権者に報告する義務がある」として、調査
報告義務を肯定した（17）。
　そのうえで、学校側が教諭や吹奏楽部の指
揮者から事情を聴取したこと、吹奏楽部員顧
問が吹奏楽部全員から事情を聴取したこと、
原告らが提出した質問書に対して文書及び口
頭で回答がなされたことなどの事実を指摘
し、「県は必要な調査報告義務を果たした」
と判示した。クラスの生徒から事情を聴取し
ていない、被告生徒らからも十分な調査をし
ていないという原告らの主張に対しても、本
件が吹奏楽部内の問題として捉えられていた
ことや、クラスの生徒には情報提供を呼びか
けていることなどから、調査に不備があった
と認めることはできず、学校は必要な調査報
告義務を尽くしたとした（18）。
【6】高知地判2012年 6 月 5 日判タ1384号246頁
　私立中学校に通う 1年生の男子生徒が自宅
で自死した事案である。被害生徒の両親であ
る原告らは、自死後、被害生徒が学校内でい
じめや嫌がらせを受けていたことを疑うべき
事情が次々と発覚したのに、原告らの再三の
求めにもかかわらず、学校側は中学校の全生
徒に自死の事実を知らせ原因について聞き取
り調査をし原告らに報告することをしなかっ
たなどとして、学校法人に対して損害賠償請
求をした（19）。
　判決は、「学校法人（私立学校）の経営主
体は、在学契約に基づき、保護者に対し、預
かった生徒の学校生活上の安全に配慮して、
無事に学校生活を送ることができるように教
育・指導をすべき立場にあるのであるから、
信義則上、在学契約に付随して、生徒が自殺
し、それが学校生活上の問題に起因する疑い
がある場合には、その原因が学校内のいじめ
や嫌がらせであるか否かを解明するために、
他の生徒の健全な成長やプライバシーに配慮
したうえ、必要かつ相当な範囲で、適時に事
実関係の調査をして、保護者に対しその結果
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を報告する義務を負うというべきである」と
して、調査報告義務を肯定した。
　そのうえで、被害生徒が学校生活上様々な
問題を抱えていたことを認めるべき事情が指
摘されていたことを考慮すれば、「被告学園
において、本件自殺が学校生活上の問題に起
因する疑いがあることを真摯に受け止め、そ
の原因が学校内のいじめや嫌がらせであるか
否かについて事実関係の調査をして、保護者
である原告らに対しその結果を報告する必要
性は、相当程度高かった」などとして、学校
法人の調査報告義務違反を認めた。
【7】東京地判2012年 7 月 9 日訟月59巻 9 号
2341頁（北本中学校いじめ訴訟（20））
　埼玉県北本市立の中学校に通う 1年生の女
子生徒が、2005年10月に自死した事案であ
る（21）。
　判決は、「公立中学校の設置者である地方
公共団体は、在学契約上の付随義務として、
在学する生徒及び親権者に対して、生徒の生
命、身体、精神等に重大な影響を及ぼし、又
はそのおそれのある事故等が発生した場合に
は、当該事故等について、一定の調査をし、
当該事故等の当事者である当該生徒又はその
親権者から、調査結果の開示が求められた場
合には、これを報告すべき義務を負う」との
一般論を述べたうえで（22）、事件直後、市に
おいて有していた客観的な資料としては、遺
書と塾勧誘の手紙があったのみであるとこ
ろ、遺書については、学校との関係において
は、「クラスの一部」「のせいかも」との記載
があるにすぎず、その記載内容から被害生徒
の自死の原因を具体的に特定し得るとはいえ
ないものであるし、塾勧誘の手紙について
も、I（同じクラスの生徒）が、被害生徒に対
して自死の原因となるような行為を行ってい
たことを推知させるような内容とはいえない
ものであったのであるから、このような状況
の下において、調査報告を行った市が、その
委ねられた合理的な裁量の範囲を逸脱し、又

はこれを濫用したと解することは困難である
として（23）、調査報告義務違反を否定した（24）。
　控訴審判決である東京高判2013年 4 月25日
LEX/DB25505085も、本件事件がいじめによ
るものと断定できる証拠資料がない中で、市
の関係者が、被害生徒の自死の原因がいじめ
である可能性があると明示し犯人捜しをして
いるかのような対応を執れば、生徒の心身に
重大な悪影響を与えると危惧して種々慮ろう
とすることも不合理であるとはいえない、な
どとして、市の調査報告の方法が「実行可能
な唯一の方策であったとまではいえないにせ
よ、少なくとも本件事件の当時においては、
その委ねられた合理的な裁量の範囲を逸脱
し、又はこれを濫用したと解することは困難
である」として（25）、調査報告義務違反を否
定した（26）。
【8】 前橋地判2014年 3月14日判時2226号49頁
　群馬県桐生市立の小学校に通う 6年生の女
子児童が、2010年10月に自死した事案であ
る。本件では第三者調査委員会が設置され、
同委員会も報告書を提出していた。
　判決は、「公立小学校の設置者である地方
公共団体と在学する児童の保護者との間に
は、公法上の在学契約関係が存在し、この在
学契約関係の中で、教諭らは学校における教
育活動及びこれに密接に関連する生活関係に
おいて児童らを指導するのであるから、地方
公共団体は、上記法律関係の付随義務とし
て、児童が自死し、それが学校生活上の問題
に起因する疑いがある場合は、必要かつ相当
な範囲内で、速やかに事実関係の調査（資料
保全を含む。）をし、保護者に対しその結果
を報告する義務を負うべきである」として、
調査報告義務を肯定した。
　そのうえで、小学校が実施した学校生活ア
ンケートの質問事項は被害児童の自死を念頭
において作成されたものではないこと、校長
は市教委に対し報告書を提出しているが同報
告書は事案解明に積極的に取り組みその結果
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を記載したものとは言い難いものであったこ
と、第三者調査委員会は必要な補足調査を行
わなかったことなどを指摘して、被告である
桐生市が原告らに対する調査報告義務を果た
したということはできないと判示した（27）。
【9】 札幌地判2019年 4月25日判時2437号86頁
　道立高校に通う 1年生の生徒が2013年 3 月
に自死した事案である。判決は、調査報告義
務の一般論を展開することなく、アンケート
の回答結果や生徒に対する聞き取り調査の結
果によっても生徒に対するいじめの存在を疑
わせるような事情は見当たらないし、全校ア
ンケートの回答原本を原告が主張する時期に
原告に任意開示する法的義務があったという
こともできないなどとして、調査報告義務の
存在を否定した。
　もっとも、教頭が道立学校文書管理規程に
違反して全校アンケートの回答原本を廃棄し
たことについては、アンケートの回答結果の
中に保護者に報告すべき生徒の自殺の原因に
関する有益な情報が含まれていたのかを確認
する機会を失わせたとして、原告に対する調
査報告義務違反を構成するとした（28）。
　
　自死後の調査報告義務が争点となっている
ものの、いじめを理由とする自死であるとい
う主張はなされていないものとして、〈1〉さ
いたま地判2008年 7 月18日裁判所ウェブサイ
ト（29）、〈2〉福岡地小倉支判2009年10月 1 日
判タ1321号119頁（体罰）、〈3〉札幌地判2013
年 2 月15日判時2179号87頁（教員による事情
聴取と停学処分）、〈4〉札幌地判2013年 6 月
3日判時2202号82頁（30）（教員の指導）、〈5〉宮
崎地判2014年 8 月 6 日判例自治395号49頁が
ある。

2 ．従来の議論

　いじめ防止対策推進法の制定以前は調査報
告義務についての明文の規定が存在しなかっ
たため、どのような根拠でこの義務を認める

のかといった理論面、それから、具体的にど
の程度の調査・報告が必要になるのかという
実質面について議論されてきた。

（ 1 ）調査報告義務の根拠
　調査報告義務の根拠については、親が学校
教育「制度」の利用者・担い手である点を根
拠にする見解（31）、職務の専門性等を根拠に
する見解（32）、親の教育権を根拠とする見解（33）

などが唱えられた（34）。
　1991年 9 月に町田市立の中学 2年の女子生
徒が自死した事件をめぐる訴訟（町田いじめ
訴訟）（35）では、教育権を根拠とする主張（36）の
ほか、①信義則や②地方教育行政の組織及び
運営に関する法律（地教行法）の解釈を根拠
とする主張も原告側によってなされた。①
は、準委任契約（民法656条）の関係にある
私立学校であれば保護者に対する報告義務は
民法645条によって当然に導かれるが、同様
の契約関係にある公立学校においても報告義
務は認められ、仮に契約関係が認められなく
ても「公法上の法律関係に基づき特別な社会
的接触関係に入った親と学校の間において、
当該法律関係に伴う信義則上の義務として学
校の親に対する報告義務が認められ」るとい
うものである。②は、教育委員会の職務権限
を定める地教行法の規定に基づいて東京都教
育庁が策定した「事故発生報告等事務処理要
綱」には自死が生じた場合は学校が速やかに
調査し適切な対応をすべき旨が述べられてい
るところ、かかる「適切な対応」には保護者
に対する調査報告が含まれているというもの
である（37）。
　すでに紹介した通り、【1】判決は信義則を
根拠に在学契約上の付随義務としての調査報
告義務を認めた。【2】以下の判決も、信義則
という言葉を用いるかどうかは別として、在
学契約・在学関係上の付随義務としての学校
側の調査報告義務を肯定している。〈1〉判決
や〈4〉判決も同様である。
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（ 2 ）調査報告義務の程度
　どのような場合にどの程度の調査報告義務
が課されるのかということについても議論が
あった。【1】判決は、「学校内、あるいは学
校に何らかの原因があるとうかがわれるよう
な事故が生徒に発生した場合には、その原因
などについて調査した上で、必要に応じて、
当該生徒または親権者に報告する義務があ
る」と述べ、調査報告義務そのものは一般論
として肯定している。もっとも、「必要に応
じて」報告する義務があるという判断を示し
たことから、必要性の有無を学校ないしは学
校設置者が判断するのであれば意味がないの
ではないかという批判がなされた（38）。
　【2】判決は、「教育的配慮の下、必要に応
じて、親権者に対して報告すべき義務を負
う」としていたが、「教育的配慮」という言
葉の「軽さ」についても疑問が投げかけられ
た。采女博文は、教育的配慮という言葉が通
常意味することを指摘したうえで、「事実を
みようとしないとすれば、違法な行為に走っ
てしまった生徒たち、少なくとも民事責任を
問われてもやむを得ない位置にいる生徒たち
を指導することもできないであろう。ここで
の教育的配慮はそのまま子どもたちの問題行
動を正当化する言葉か、いずれにせよ本来示
すべき論拠を省略するための内実のない言葉
でしかない」と痛烈に批判した（39）。
　実際、「配慮」という言葉は学校側の調査
報告義務を軽減する方向で機能する。例え
ば、【3】判決は一般論として調査報告義務を
認めているが、捜査機関ではない学校側の調
査報告に限界があることに加えて、「教師ら
が生徒のプライバシーや健全な成長、警察等
の捜査に対する影響等に慎重に配慮した結
果、必ずしも当該生徒又は親権者の望む調査
又は報告がなされなかったとしても、教師ら
や教育委員会に直ちに調査報告義務違反が成
立するものではない」とも述べて、調査報告
義務違反が成立する範囲を大きく制限してい

る（40）。一つの到達点が【7】判決であり、こ
の判決は教育に関する要請を重視して、「ど
のような内容の調査を、いかなる方法により
実施するかについては、公立中学校の設置者
である地方公共団体の合理的な裁量に委ねら
れる」として、調査報告義務違反を問うこと
を事実上否定するかのような判断をした。
　他方で、【6】判決と【8】判決は、「必要か
つ相当な範囲で」とか「必要かつ相当な範囲
内で」保護者に対し調査結果を報告する義務
を負うと述べた。この点については、「従来
の『必要に応じての報告義務』という学校側
の広範な裁量を前提にした概念よりも、調
査・報告の範囲・内容に要求される客観的水
準による義務履行の成否の判断を可能にする
点で、一歩調査報告義務概念の法的構成を進
めたものと評価でき、調査報告義務を法定し
たいじめ対策法の考え方にも適合している」
との評価がなされている（41）。

（ 3 ）調査報告義務の相手方
　調査報告義務を誰に対して負うのかという
ことについては、児童・生徒が死亡している
以上、保護者に対して義務を負うとするしか
ないが、どのような法律構成でその結論を導
くのかということについては、裁判例によっ
て違いがある。これは、在学契約一般の議論
に吸収されるものであるが、裁判例を整理す
ると次の通りとなる。
【1】判決：町と生徒との間に公法上の在学
契約関係が存するとしたうえで、生徒又は親
権者に報告する義務を肯定した。
【2】判決：市と生徒の親権者の間に「一定
の法的関係（公立中学校の在学関係）」が存
在するとしたうえで、親権者に報告する義務
を肯定した。
【3】判決：町と生徒の親権者との間に公法
上の在学契約関係が存在するとして、生徒又
は親権者に報告する義務を肯定した。
【4】判決：町と生徒及びその親権者との間
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に公法上の法律関係である公立中学校の在学
関係が存在するとして、「親権者等」に報告
する義務を肯定した。
【5】判決：県と生徒の親権者との間に公法
上の在学契約関係が存在するとして、生徒又
は親権者に報告する義務を肯定した。
【8】判決：市と児童の保護者との間に公法
上の在学契約関係が存在するとして、保護者
に報告する義務を肯定した。
　以上のとおり、生徒との間に在学契約関係
があるとしたものが 1件、児童生徒の親権者
（保護者）との間に在学関係ないし在学契約
関係があるとしたものが 4件、「生徒及びそ
の親権者」との間に在学関係があるとしたも
のが 1件である。
　この問題は形式的なことであるが、在学関
係の当事者を学校設置者と親権者とするなら
ば、親権者に報告するという学校側の義務は
導きやすい。これに対して、児童・生徒を当
事者とする場合は少し工夫が必要となる。と
はいえ、親権者に報告するという義務である
から、当該親権者が法律関係の当事者ではな
い場合でも報告義務を導くことにそれほど困
難は生じない（42）。

（ 4 ）調査報告義務の内容
　町田いじめ訴訟（調査報告義務訴訟）は
1999年11月に和解によって終了したが、和解
調書が季刊教育法に掲載されている（43）。和
解条項の「二」は、被告らは「左記記載の経
過があったこと」、自死の「調査及び原告ら
との情報交換が、原告らの意向に十分沿うも
のでなかったことを認める」というもので
あったが、「左記」の事実として、①自死原
因調査開始前のテレビインタビューで校長が
「いじめはなかった」旨発言したこと、②遺
族の調査要請を受け学校側は調査を開始した
が調査対象は 4人の女子生徒を中心とするも
のであったこと、③被害生徒の死について町
田市教育委員会が東京都教育委員会に対して

「学習上、家庭その他多種の原因があるよう
に思われる」などと報告したこと、④遺族が
調査経過の説明を求めたが校長らは拒否し自
死の原因が明らかにならないまま調査・報告
を終了したこと、⑤遺族が調査報告書を見せ
るよう申し入れたが校長らが拒否したことな
どが列挙された。この点について、原告側の
代理人は「法的に調査報告義務が認められた
場合に、その違反に該当すると評価されうる
事実が列挙されている」との見解を示した
（44）。つまり、①調査前に「いじめはなかっ
た」といった発言はしてはならない、②調査
は網羅的に行わなければならない、③遺族の
要請を無視して調査・報告を打ち切ってはな
らない、④調査の過程で作成された文書は開
示されなければならない、といったことが調
査報告義務の内容として存在するというので
ある（45）。
　現在の視点からはいずれも異論なく承認さ
れるものであるが、【1】判決が登場する以前
に以上のような具体的義務内容の存在を窺わ
せるような和解がなされたことは注目されて
よい。
　【1】判決以降の裁判例を見ても、現在でも
十分通用する判断がなされているものが存在
する。例えば、【6】判決は「当事者ではなく
周囲の者の説明等を総合して、初めて真実が
明らかになることもあるし、第三者から新た
な情報が提供されることもありうるのである
から」、調査の対象は被害生徒と仲の良かっ
た同級生や同じ部活のメンバーに限定するの
ではなく「全校生徒ないしそれに準ずる範囲
の生徒まで広げるのが相当というべきであ
る」としていた。また、【8】判決は、学校の
調査だけでなく市が設置した第三者調査委員
会の調査報告についても、設置目的に沿う調
査報告をするためには「市から提出された資
料を検討するだけではなく、あるべき資料が
すべて提出されているか確認し、不足があれ
ばその提出を求め」、「小学校が実施した教諭
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や児童に対する聞き取りが不十分である場合
には、これを補足するための聞き取りを実施
すること等が必要である」が（46）、それがで
きていなかったとして、調査報告義務違反を
認めた。
　もっとも、結論として調査報告義務違反を
理由とする損害賠償請求が認められたのは
【6】判決と【8】判決のみで（47）、それ以外の
裁判例は調査報告義務違反を否定している。
十分な調査報告がなされたから調査報告義務
違反が否定されたというのであれば問題はな
いが、前述の通り、調査報告義務違反が成立
する範囲を限定したうえで義務違反を否定し
ており、現在の視点からは許容できないもの
である。
　まず、【1】判決は、相当程度詳細な報告を
町教委に提出していることなどをもって調査
報告義務違反を否定した。しかし、この判断
に対しては、「問われているのはいじめ被害
当事者である親に対する調査・報告であっ
て、教育委員会に対する詳細な報告ではな
い」との批判が投げかけられた（48）。
　また、【2】判決は、保護者に対してそれ相
応に説明されたことや作文は教育目的で作成
されたものであることなどを理由に調査報告
義務違反を認めなかった。しかし、これに対
しても批判が投げかけられた。采女博文は、
「『教育委員会向けの報告書』には、『事実関
係等について逐一詳細な説明や報告が要求さ
れる』としても、子を失った親に対しては
『お参りの際にそれ相応に説明すればよい』
という論理は、『教育の部分的な失敗』ない
し『学校の正統性の危機』に対する緊張感を
欠落させた法律家の傲慢さの表明以外の何も
のでもない」（49）と徹底的に批判した（50）。

3 ．小括

　以上、従前の裁判例と議論状況を概観して
きたが、調査報告義務というものが信義則に
基づいて、ないしは在学をめぐる法律関係の

付随義務として認められるものであるという
点で裁判例は一致していたと言ってよい。ま
た、かかる調査報告義務は学校側が保護者に
対して負う義務であるという点でも、裁判例
は一致していた。
　これに対して、調査報告義務の内容につい
ては必ずしも一致していなかった。一般論の
レベルでも学校側に広い裁量を認める裁判例
が存在したが、具体的な事案との関係でも、
調査報告義務違反を認めるものと認めないも
のがあった。このように、具体的にどのよう
な調査報告をすれば義務を履行したといえる
のかについては判断が分かれていたのであ
り、文部科学省が児童生徒の自死が起こった
際の指針を整備することになるのはある意味
必然であった。

Ⅲ　調査報告義務をめぐる解釈上の課題
　本章では、いじめ防止対策推進法（以下、
適宜「法」という）制定後の状況を確認する
ことにする。法の規定、文部科学省の指針、
法施行後の事案に関する裁判例を確認したう
えで、調査報告義務論が抱えている理論面で
の課題に対して、解釈上どのように対応すべ
きか検討する。

1 ．いじめ防止対策推進法と文部科学省の指針

（ 1 ）いじめ防止対策推進法における調査報告
義務

　いじめ防止対策推進法は重大事態の場面に
おける調査報告義務を規定している。法28条
1 項は、①「いじめにより当該学校に在籍す
る児童等の生命、心身又は財産に重大な被害
が生じた疑いがある」場合と②「いじめによ
り当該学校に在籍する児童等が相当の期間学
校を欠席することを余儀なくされている疑い
がある」場合を重大事態と定義し、かかる重
大事態が生じた「疑いがあると認めるとき」
は、それに「対処し、及び当該重大事態と同
種の事態の発生の防止に資するため」、「学校
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の設置者又はその設置する学校は」、「速やか
に、当該学校の設置者又はその設置する学校
の下に組織を設け、質問票の使用その他の適
切な方法により当該重大事態に係る事実関係
を明確にするための調査を行うものとする」
として調査義務を定め、同条 2項は、「学校
の設置者又はその設置する学校は、前項の規
定による調査を行ったときは、当該調査に係
るいじめを受けた児童等及びその保護者に対
し、当該調査に係る重大事態の事実関係等そ
の他の必要な情報を適切に提供するものとす
る」として報告義務を定めている（51）。
　また、重大事態に至らない場合であって
も、学校への通報があるなど「学校に在籍す
る児童等がいじめを受けていると思われると
きは」、学校は、「速やかに、当該児童等に係
るいじめの事実の有無の確認を行うための措
置を講ずるとともに、その結果を当該学校の
設置者に報告するものとする」こととし（23
条 2 項）、いじめがあったことが確認された
場合には「いじめを受けた児童等又はその保
護者に対する支援及びいじめを行った児童等
に対する指導又はその保護者に対する助言を
継続的に行う」（同条 3項）ことを前提に、か
かる「支援又は指導若しくは助言を行うに当
たっては…いじめの事案に係る情報をこれら
の保護者と共有するための措置その他の必要
な措置を講ずるもの」としている（同条 5項）。

（ 2 ）文部科学省のガイドライン等（52）

（a）　「いじめ防止等のための基本的な方針」
　法11条の規定に従い、2013年10月11日「い
じめ防止等のための基本的な方針」（53）が策定
された。
　法28条 1 項の調査に関しては、①重大事態
の意味について、②重大事態の報告、③調査
の趣旨及び調査主体について、④調査を行う
ための組織について、⑤事実関係を明確にす
るための調査の実施、⑥その他留意事項の 6
つの項目について説明がされているが、①に

ついては、「児童生徒や保護者から、いじめ
により重大な被害が生じたという申立てが
あったときは、その時点で学校が『いじめの
結果ではない』あるいは『重大事態とはいえ
ない』と考えたとしても、重大事態が発生し
たものとして報告・調査等に当たる」とされ
ていることが注目される。
　法28条 2 項の報告については、「学校の設
置者又は学校は、いじめを受けた児童生徒や
その保護者に対して、事実関係等その他の必
要な情報を提供する責任を有することを踏ま
え、 調査により明らかになった事実関係（い
じめ行為がいつ、誰から行われ、どのような
態様であったか、学校がどのように対応した
か）について、いじめを受けた児童生徒やそ
の保護者に対して説明する」こと、「この情
報の提供に当たっては、適時・適切な方法
で、経過報告があることが望ましい」こと、
情報提供にあたっては「いたずらに個人情報
保護を盾に説明を怠るようなことがあっては
ならない」ことが記載されている（54）。
　
（b）　「いじめの重大事態の調査に関するガイド

ライン」
　基本方針策定後も同方針に沿った対応がな
されないケースが発生したことから、文部科
学省は、2017年 3 月、「いじめの重大事態の
調査に関するガイドライン」を策定した。
　学校設置者及び学校の基本的姿勢として、
「重大事態の調査は、民事・刑事上の責任追
及やその他の争訟等への対応を直接の目的と
するものではなく、いじめの事実の全容解
明、当該いじめの事案への対処及び同種の事
案の再発防止が目的であることを認識するこ
と」を挙げ、「被害児童生徒や保護者から、
『いじめにより重大な被害が生じた』という
申立てがあったとき（人間関係が原因で心身
の異常や変化を訴える申立て等の『いじめ』
という言葉を使わない場合を含む。）は、そ
の時点で学校が『いじめの結果ではない』あ
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るいは『重大事態とはいえない』と考えたと
しても、重大事態が発生したものとして報
告・調査等に当たること」などが内容として
示された。
　調査に関しては、①調査組織の設置、②被
害児童生徒・保護者等に対する調査方針の説
明等、③調査の実施の 3つに項目が分かれて
いるが、たとえば、①では「重大事態の調査
主体は、学校が主体となるか、学校の設置者
（教育委員会等）が主体となるかの判断を学
校の設置者として行」い、「第三者のみで構
成する調査組織とするか、学校や設置者の職
員を中心とした組織に第三者を加える体制と
するかなど、調査組織の構成についても適切
に判断すること」となっている。
　調査結果の説明については、「被害児童生
徒・保護者に対して調査に係る情報提供及び
調査結果の説明を適切に行うことは、学校の
設置者又は学校の法律上の義務である。被害
児童生徒・保護者に対する情報提供及び説明
の際は、このことを認識して行うこと」と
いったことが記載されている（55）。
　

（c）　「子供の自殺が起きたときの背景調査の
指針（改訂版）」

　（a）、（b）の策定に先立ち2011年 6 月に「子
供の自殺が起きたときの背景調査の指針」が
策定された。同指針はいじめ防止対策推進法
の制定を受け、2014年 7 月に改訂版が策定さ
れた。
　同指針によると、背景調査は「基本調査」
と「詳細調査」から構成される。基本調査と
は「自殺又は自殺が疑われる死亡事案につい
て、事案発生（認知）後速やかに着手する、
全件を対象とする基本となる調査であり、当
該事案の公表・非公表にかかわらず、学校が
その時点で持っている情報及び基本調査の期
間中に得られた情報を迅速に整理するもの」
で、設置者の指導・支援のもと学校が主体と
なって行うことが想定されている。

　詳細調査とは、「基本調査等を踏まえ必要
な場合に、弁護士や心理の専門家など外部専
門家を加えた調査組織において行う、より詳
細な調査」である。「全ての事案について心
理の専門家などを加えた調査組織で詳細調査
を行うことが望まれる」が、困難な場合は、
「学校生活に関係する要素（いじめ、体罰、
学業、友人等）が背景に疑われる場合」や「遺
族の要望がある場合」などに詳細調査に移行
するという判断がされる。「判断の主体は、
基本調査の報告を受けた設置者」である。な
お、「特にいじめが背景に疑われる場合は、
いじめ防止対策推進法上の『重大事態』とし
ての対応が確実に行われることが必要」とさ
れている（56）。詳細調査では、追加調査実施
の必要性の有無を確認したうえで、「学校以
外の関係機関への聴き取り」や「子供に対す
る調査」が行われる。
　いじめが背景に疑われる場合については独
立の項目が設けられている。学校が主体と
なって調査する場合と学校設置者が主体と
なって調査する場合が考えられるが、事案の
特性等を踏まえて、①学校主体の調査では十
分な結果が得られないと学校設置者が判断す
る場合や②学校の教育活動に支障が生じるお
それがある場合には、学校設置者が調査を実
施すること、遺族が望む場合には法28条 1 項
の調査と並行して地方公共団体の長等による
調査も想定しうること、などが記載されてい
る。
　
2 ．�いじめ防止対策推進法施行後のいじめ自
死に関する裁判例

　法施行後のいじめ自死に関する裁判例とし
て、【10】名古屋地判2024年 3 月19日Westlaw 

Japan 2024WLJPCA03199002がある。名古屋
市立の中学校に通う 1年生の女子生徒が2018
年 1 月に自死した事案である。本件では、名
古屋市教育委員会の附属機関として設置され
た名古屋市いじめ対策検討会議が2019年 4 月



12―　　―

青森法政論叢25号（2024年）

に「生徒に対するいじめがあったとまでは認
められない」という答申を行い、名古屋市長
の附属機関として設置された名古屋市いじめ
問題再調査委員会が2021年 7 月にいじめを認
定する調査報告書を作成した。
　調査報告義務について、判決は、「本件学
校及び名古屋市教育委員会が、いじめ防止対
策推進法28条 1 項の規定の趣旨や条理に基づ
いて原告らに対して調査報告義務を負うか否
かは措く」としつつ、名古屋市は2021年 7 月
に再調査委員会名義の調査報告書を提出して
おり、かかる「報告書の提出が原告らの主張
する調査報告義務に違反することを根拠付け
る具体的事実を認めるに足りない」として、
調査報告義務違反を否定した。また、当初の
学校の対応や再調査委員会に対する学校の対
応についても、「上記各対応が上記調査報告
書の提出と別個独立に国家賠償法 1条 1項の
適用上違法になるものとはいえない」と述べ
た（57）。

3 ．調査報告義務の課題

（ 1 ）実態面での課題
　いじめ防止対策推進法制定前は、どのよう
な場合にどの程度の調査報告義務が課せられ
るのかということについて裁判例では統一的
な見解が示されていなかった。また、調査報
告義務の具体的な内容についても必ずしも明
らかでなかった。
　この点について、法28条 1 項は、「いじめ
により当該学校に在籍する児童等の生命、心
身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
と認めるとき」などに調査義務が発生するこ
とを明記し、文部科学省の「いじめの重大事
態の調査に関するガイドライン」や「子供の
自殺が起きたときの背景調査の指針（改訂
版）」でも実施すべきことが具体的に記され
ている。報告義務についても同様である。ガ
イドラインは所詮ガイドラインに過ぎないと
言えなくはないが、ガイドラインに違反して

いると問題になることもあるのであり（58）、
一定の効果はある。
　そうすると、法制定以前に問題となってい
た、どのような場合にどの程度の調査報告が
必要になるのかという問題は、現在では、少
なくとも表面的には解消されているように思
える。もっとも、組織の体質というものはそ
う簡単には変わらないのであり、法整備がさ
れていても、それに沿った行動がされていな
いのであれば意味がない（59）。本稿で取り上
げた自死後の調査報告義務に関しても、現在
問題となっているのはまさにこの点であり、
たとえば、2020年 3 月に横浜市立の中学 2年
の女子生徒が自死した事案に関して2024年 3
月に公表された横浜市いじめ問題専門委員会
の調査結果「いじめ防止対策推進法第28条第
1項にかかる重大事態の調査結果について
（v中学校）【公表版】」（以下、「報告書」とい
う）（60）は、学校による生徒への聴き取りにつ
いて聴取の対象が 5人に限定されていたこ
と、校内で得られた情報を校長が遺族へ断片
的に伝えたこと、学校側が作成した案にあっ
た「いじめ」の表記を全て削除するよう教育
委員会が指導したこと、などを厳しく批判し
ている。法やガイドライン等に則った対応が
なされることをどのように担保していくのか
ということが調査報告義務をめぐる実態面で
の課題である（61）。

（ 2 ）理論面での課題
（a）調査報告義務の事実上の主体
　上記の報告書は、調査報告義務に関する理
論的な課題も指摘している。報告書は、「自
殺した児童等の保護者からいじめの疑いが指
摘された場合においては、当該学校自身が主
体的に調査を実施することについて構造的な
困難さがあることを指摘せざるを得ない」と
する。学校の対応に問題があったということ
になれば学校は安全配慮義務違反を問われる
側、すなわち自死した生徒の保護者と対立す



13―　　―

いじめを理由とする児童・生徒の自死と保護者に対する学校の責任

る当事者となるが、その対立当事者になりう
る学校が第三者的な立場で調査を行うことは
できないのではないかというのである。
　この指摘は鋭く、いくら法28条 1 項に基づ
く調査は責任追及のためではないといったと
ころで、事実として学校の対応に問題があっ
た場合、詳細に事案を解明することは学校の
責任を明らかにすることに他ならない。学校
設置者についても同様である。このように考
えると、学校や学校設置者に調査報告を義務
付けることがそもそも可能なのかという疑問
が出てくる。報告書の指摘は、調査報告義務
に関する議論を振り出しに戻す問題提起とも
いえる。
　ではどのように考えるべきかということで
あるが、前提として、IIの 1で紹介した裁判
例が学校に調査報告義務があると認めたこと
は高く評価すべきである。自死した児童・生
徒の保護者が真実を知ることができず泣き寝
入りするという状況に戻すことは避けなけれ
ばならない。
　問題は、学校や学校設置者に対して、自ら
が不利になりうる調査をどこまで義務付ける
ことができるのかということである。学校で
ある以上、どのような結果になるのであれ調
査をするのが当然だという考えもありうる（62）。
もっともであるようにも思えるが、義務設定
のあり方としてそれで良いのかという疑問は
残る（63）。学校ではなく学校設置者が調査を
行うべきと考えることもできないわけではな
いが、学校設置者も学校と利害を共にする存
在であるため、学校設置者だから学校の不利
になることについても調査をすることができ
ると一般的に言えるわけでもない（64）。とり
わけ、私立学校の場合はそうであろう。
　難問であるが、法28条 1 項が「当該学校の
設置者又はその設置する学校の下に組織を設
け」調査を行うとしているところに解決の糸
口があるのではないかと考えている。法は調
査義務の主体と実際の調査主体を意識的に分

けている。つまり、形式的には学校や学校設
置者に調査義務があるということにして、実
質的には学校や学校設置者とは別の組織が調
査を行う形にしている。このようにすること
で、法は潜在的な対立当事者である学校設置
者が調査義務の主体となることによる弊害を
紙一重で回避していると評価することができ
る。
　そうすると、このことの論理的な帰結とし
て、調査を行う実質的な主体は学校や学校設
置者から独立した組織でなければならないと
いう結論が導かれることになる（65）。潜在的
な対立当事者である学校や学校設置者に実質
的な調査を義務付けないようにするために
は、実際に調査を行う組織に学校や学校設置
者からの独立性を要求するしかない（66）。調
査組織そのものの独立性はある程度担保され
ていると考えられるが、事務局についても独
立性が求められる（67）。
　自死の背景にいじめがある可能性がある場
合に学校や学校設置者が実質的な主体となっ
て調査を行うのは、遺族からの強い要望があ
る場合など例外的な場合にとどめておくべき
である。公立学校の場合に、学校設置者であ
る地方公共団体の中の、学校とも教育委員会
とも接点のない組織が主体となって調査を行
うことはありうるであろう（68）。

（b）調査組織の中立性確保の手段
　調査は「重大事態に係る事実関係を明確に
するため」に行われるものであるから、調査
を行う組織は学校や学校設置者に対して中立
的な存在でなければならない。中立的な組織
であるためには、学校設置者側が中立的と考
えているだけでは不十分であり、被害者側の
納得も必要である。
　この点について、「いじめの重大事態の調
査に関するガイドライン」は、「弁護士、精
神科医、学識経験者、心理・福祉の専門家等
の専門的知識及び経験を有するものであっ
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て、当該いじめの事案の関係者と直接の人間
関係又は特別の利害関係を有しない者（第三
者）について、職能団体や大学、学会からの
推薦等により参加を図るよう努めるものとす
る」としつつ、「被害児童生徒・保護者から
構成員の職種や職能団体について要望があ
り、構成員の中立性・公平性・専門性の確保
の観点から、必要と認められる場合は、学校
の設置者及び学校は調整を行う」としている
が、これでは不十分である。
　潜在的な一方当事者が選任する構成員を中
立的というためには潜在的他方当事者の同意
が不可欠であり、被害児童生徒・保護者は調
査組織の構成員の選任について拒否権を有す
ると解すべきである。
　
（c）従前の調査報告義務論といじめ防止対策

推進法上の調査報告義務との関係
　現在では法28条に調査報告義務の規定が存
在するが、同条「 1項に基づく調査報告義務
は、被告と本件生徒及び原告らとの間で具体
的な権利義務を形成する法的効果を生じさせ
るものではない」という主張が学校側からな
されることがある（【10】判決）。予想された
主張であるが、このような主張は法28条の存
在意義を無にするものであるため、法28条の
調査報告義務が従前の調査報告義務論とどの
ような関係にあるのかということも検討して
おく必要がある。法28条は重大事態の場面の
調査報告義務に関する規定で、自死の場合に
限定されていないが、まず、自死の場面にお
ける調査報告義務について検討する。
　従前の裁判例によって肯定された調査報告
義務が被害者側と学校側との間に具体的な権
利義務を生じさせるものであることについて
は異論がない。そして、法28条は、従前の取
組みでは「教育委員会や学校の隠ぺい等の不
適切な対応を防げず、真相の解明や抜本的な
再発防止策を講じることが十分に適わず、い
じめによる自殺事件等がなくなることはな

かった」（69）という立法事実に基づいて起草さ
れたものであり、要件が明確になっていると
いう点を除けば従前の裁判例と軌を一にする
ものである。そうすると、同条は新しく義務
を課した規定ではなく、自死の場面における
従前の調査報告義務論を要件面で具体化した
もの、すなわち確認規定であるということに
なる。したがって、法28条に基づく調査報告
義務は当然被害者側と学校側との間に具体的
な権利義務を生じさせるものということにな
る。
　次に、自死以外の場面における調査報告義
務について検討する。法28条は自死以外の場
面の調査報告義務についても規定する。かか
る調査報告義務についても同様に従前の調査
報告義務論の具体化と言えるのかが問題とな
る。自死以外の場面における調査報告義務
は、冒頭でも触れたように安全配慮義務や安
全確保義務の一内容として把握されるべきも
のであるが、調査と児童生徒・保護者への報
告が必要になるのは自死の場合と異ならな
い。例えば、旭川地判2001年 1 月30日判時
1749号121頁は、「中学校の教諭らは、学校に
おける教育活動及びこれに密接に関連する生
活関係における生徒の安全の確保に配慮すべ
き義務があり、特に他の生徒の加害行為によ
り生徒の生命、身体、精神、財産等に被害が
及ぶような具体的なおそれがある場合には、
予見可能性がある範囲内で、そのような被害
の発生を防止するため、その事案に応じた適
切な措置を講ずべき義務を負う」、また、「中
学校の教諭らは、性的被害がその性質上人目
に付かないように行われ、被害生徒も羞恥心
や報復への恐怖等から性的被害を申告せず、
又は申告しても深刻な性的被害の一部しか話
さないことがあると推測されることに鑑みる
と、生徒から具体的な性的被害の訴えを受け
たり、又は生徒から性的被害を少しでも匂わ
せるような訴えを受けた場合には、事案に応
じて、適切な対応をすべき義務がある」とし
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つつ、対応義務として、具体的には、①「被
害生徒又は関係者から詳しい事情を聴取し、
その内容を教職員全体に報告すると同時に、
他の教諭らからも性的被害に関する情報を収
集し、学校内における性的被害の実態をでき
る限り調査す」ること、②「被害生徒の保護
者に対し、被害申告を受けた時点で直ちに被
害の事実を報告す」ること（70）などを挙げる。
ここでは、学校による調査と保護者に対する
報告が安全配慮義務の内容となっている（71）。
そうすると、法28条が規定する自死以外の場
面の調査報告義務もやはり従前の調査報告義
務論の具体化ということになる。法28条は当
事者間に「具体的な権利義務を形成する法的
効果を生じさせるもの」であるし、仮に法28
条がそのような規定でないとしても、従前の
調査報告義務論が適用されることは疑いない
ため、どちらにせよ当事者間に具体的な権利
義務を生じさせるものとなる。
　なお、「具体的な権利義務を形成する法的
効果を生じさせるもの」である以上、調査報
告義務に対応する請求権の存在は論理的な帰
結として肯定される。したがって、児童・生
徒の側から調査の請求があれば、学校側は調
査に向けた手続を開始しなければならない。
　
（d）重大事態以外の場面での調査報告義務
　上記の自死以外の場面における調査報告義
務論（安全配慮義務の一環としてのもの）
は、法28条がいう重大事態以外の場面でも妥
当するのであり、学校は児童等や保護者に対
して報告する義務を負う。この段階では、進
行中のいじめを早急にやめさせることが必要
になるため、学校が主体的に動く必要があ
る。法23条も、 2項で学校が「いじめの事実
の有無の確認を行うための措置を講ずる」こ
とを規定し、 5項で学校が「いじめの事案に
係る情報をこれらの保護者と共有するための
措置その他の必要な措置を講ずる」ことを規
定している。調査とか報告（ないしは情報提

供）という言葉を用いているわけではない
が、これらの規定は調査と報告に関するもの
ということができる（72）。
　
（e）学校や教育委員会の対応の違法性評価
　【10】判決は、「原告らは、本件事故が発生
した当初の本件学校の対応や再調査委員会に
対する本件学校等の対応についてるる主張す
るが、上記各対応が上記調査報告書の提出と
別個独立に国家賠償法 1条 1項の適用上違法
になるものとはいえない」と判示した。しか
し、調査組織が学校や学校設置者から独立し
た存在である以上、違法性評価は別々に行う
べきである。28条に基づく調査組織の結論が
出る前の学校や教育委員会の対応は、独立の
違法性評価対象になるというべきであり、同
条に基づく調査組織による調査・報告が適切
なものであったからといって学校や教育委員
会の対応が不問に付されるということにはな
らない。

Ⅳ　おわりに
　本稿では、いじめを理由として児童・生徒
が自死した可能性がある場合の調査報告義務
をめぐる現時点での解釈上の課題について検
討を試みた。調査報告義務論については、従
来は義務の存在そのものが争点であり、いじ
め防止対策推進法制定後は明文の規定が存在
するという状況であったため、学校や学校設
置者は潜在的な対立当事者であるということ
を踏まえた調査報告義務論が展開されること
は少なかったが、この点は調査報告義務を論
じるにあたって無視することはできないと思
われる。法28条が実質的な調査主体を学校や
学校設置者の下に設ける組織にしたのは、学
校や学校設置者に委ねていては適切な調査が
できない現実があったからであるが、学校や
学校設置者にそこまでの義務を課せるのかと
いう問題意識に立った場合でも法28条の立場
は辛うじて正当性を維持できるものといえる。
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　とはいえ、形式的にではあっても学校や学
校設置者に調査報告義務を課していることに
ついては、立法論的には再考を要するという
べきである。立法論としていえば、学校や学
校設置者に調査報告義務があるということを
前提にした場合でも、法28条の組織に強制的
な調査権限がない点、法の規定に違反した場
合の罰則が規定されていない点（73）などは、
やはり問題である。根本的には法改正を待つ
しかないが、解釈論でどこまで補うことがで
きるのか、さらに検討を進めたい。

注
（1）　 期間を限定するなどしたうえで概要が一般に公
表されることも少なくない。

（2）　 いじめ防止対策推進法制定前のものとして渡
邊真「いじめ自殺をめぐる親の情報請求権と学校
の調査報告義務」早稲田大学大学院法研論集126
号261頁（2008年）、制定後のものとして渡辺暁彦
「いじめ防止対策推進法の成立と今後の課題─被
害児童等・親の教育権と学校の調査・報告義務を
めぐる問題を中心に─」被害者学研究25号46頁
（2015年）などがある。

（3）　 いじめ防止対策推進法は、「報告」という言葉
を、学校が、学校設置者（23条 2 項）、文部科学
大臣（29条 1項）、地方公共団体の長（30条 1項）、
都道府県知事（31条 1項）、認定地方公共団体の
長（32条 1項）に報告する場面などで用いており、
被害児童・生徒やその保護者への報告については
「情報を…提供する」（28条 2 項）とか「情報を…
共有する」（23条 5 項）という表現を用いている。
本稿の検討対象は後者であるため、いじめ防止対
策推進法上の用語に合わせるのであれば情報提供
義務あるいは情報共有義務と表現することになる
のかもしれないが、この義務が生成されてきた経
緯に鑑みると、報告義務と表現するのが適切であ
る。本稿では後者の意味で報告義務という表現を
用いる。前者の意味での報告義務は検討対象とし
ない。

（4）　 采女博文「いじめ裁判と安全配慮義務・報告
義務」鹿児島大学法学論集39巻 1号117頁（2005
年）。争いはあるが、このように考えるべきであ

ろう。
（5）　 以下の訴訟については、拙稿「学校事故にお
ける賠償範囲論の展開─いじめを理由とする自殺
の事案を中心に─」青森法政論叢22号 1頁以下
（2021年）も参照。

（6）　 いじめ自死をめぐる訴訟では、学校設置者側の
安全配慮義務違反の有無についても問われるのが
通常である。本件では、①津久井町に対して、不
法行為（国家賠償法 1条〔 1項〕）又は債務不履
行に基づいて損害賠償請求がなされている（②神
奈川県に対しては、国家賠償法 3条 1項に基づい
て請求）。さらに、③加害生徒に対しても、共同
不法行為（民法709条、719条）に基づく損害賠償
請求がなされている。①についてのみ結論を確認
しておくと、判決は安全配慮義務違反を認定し、
被害生徒の自死についての津久井町の責任を認め
た。

（7）　 これに対して、「被告が、生徒の親権者である
原告らに対する法的義務として、報告義務とは独
立した積極的な調査義務を負っているとまで認め
るに足りる根拠を見いだすことはできない」とし
て、調査義務は否定した。

（8）　 必ずしも事実関係等について逐一詳細な説明
や報告が要求されるものではなく、事故報告書
は、被害生徒に対するいじめの原因やその後の経
過、学校での指導の経過などを内容としているの
であるから、同報告書の大部分を報告することに
よって原告らに対する報告義務は尽くされたとし
た。

（9）　 原告らが当然にその開示や内容の報告を請求
することができるとはいえないと述べた。

（10）　 安全保持義務（いじめを理由とする自死を防止
すべき義務）違反を理由とする損害賠償請求につ
いても、富山市に安全保持義務違反があったとい
うことはできないとして、棄却した。

（11）　 学校名については山岸利次「判批」季刊教育
法132号51頁（2002年）及び【4】判決を参照。

（12）　 もっとも、「公立中学校は捜査機関ではなく教
育機関であることから、教師ら及び教育委員会の
調査及び報告には自ずから限界があるのであっ
て、教師らが生徒のプライバシーや健全な成長、
警察等の捜査に対する影響等に慎重に配慮した結
果、必ずしも当該生徒又は親権者の望む調査又は
報告がなされなかったとしても、教師らや教育委
員会に直ちに調査報告義務違反が成立するもので
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はないことに留意しなければならない」とも述べ
た。

（13）　 城島町の安全配慮義務違反を理由とする損害
賠償請求については、義務違反自体は認めたもの
の、自死についての予見可能性を否定し、被害生
徒が受けた精神的、肉体的苦痛に対する責任のみ
を認めた。

（14）　 もっとも、公立中学校は教育機関であり、他の
生徒らのプライバシーも尊重しなければならず、
また捜査の障害となることは慎むべきであるとい
う一般的な制約があるから、「その調査内容ある
いは調査結果についても、このような範囲内にお
いて、報告すれば足りる」とした。

（15）　 城島町の安全配慮義務違反を理由とする損害
賠償請求についても原審の判断を維持し、被害生
徒が受けた精神的、肉体的苦痛に対する責任のみ
を認めた。

（16）　 学校名については采女博文「判批」鹿児島大
学法学論集41巻 2 号39頁（2007年）を参照。

（17）　 「教育機関たる公立高校においてはその機能に
照らし、生徒のプライバシーや健全な成長に慎重
に配慮する必要性から、教師ら及び教育委員会が
行う調査及びその報告には自ずから限界があり、
調査報告義務違反の有無を判断するにあたり上記
の点を考慮する必要がある」とも述べた。

（18）　 神奈川県の安全配慮義務違反を理由とする損
害賠償請求については、被害生徒の自死に対する
高校教員の予見可能性を否定し、被害生徒の精神
的苦痛に対する責任のみを認めた。

（19）　 安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求
はなされていない。

（20）　 学校名は LEX/DB25495722、采女博文「学校
のいじめをめぐる安全配慮義務─安全な学校の創
出─」鹿児島大学法学論集49巻 2 号151、162頁
（2015年）を参照。

（21）　 訟務月報で伏せられている情報は LEX/DB2549 
5722、Westlaw Japan 2012WLJPCA07098003による。

（22）　 ただし、「どのような内容の調査を、いかなる
方法により実施するかについては、これを直接定
めた法律の規定は存在しないところ、かかる調査
報告は、当該生徒のみならず、他の生徒らに対す
る関係でも、全人格的な教育を全うし、その健全
な成長を図り、教師らと生徒らの間の相互信頼関
係を維持育成することが要請され、他の生徒らの
プライバシー等も尊重し、規律ある学校運営を維

持する必要がある教育機関が、専門技術的な知見
を駆使して、調査報告と上記教育に関する要請と
を調整しながら行うことが要請されるものである
という事柄の性質上、どのような内容の調査を、
いかなる方法により実施するかについては、公立
中学校の設置者である地方公共団体の合理的な裁
量に委ねられるというべきである」として、この
一般論を大幅に後退させている。

（23）　 市がいじめを隠蔽したという原告の主張に対し
ても、市が「A（被害生徒─引用者注）の自殺の
原因となるような事実を知りながら、又は教育に
関する要請上何らの支障もなく知り得る状況にあ
ることを知りながら、あえてこれを隠す意図のも
とで調査報告を行わなかったなどという事実につ
いては、認めるに足りる証拠はない」と判示した。

（24）　 北本市のいじめ防止義務違反を理由とする損
害賠償請求についても、「Aに対して不法行為を
構成するまでの行為があったと認めることはでき
ないし、少なくとも…担当者らについて、亡 Aと
の関係においていじめ防止義務違反があったと認
めることは困難である」として、これを棄却した。

（25）　 アンケート用紙の処分についても、市が事実を
隠蔽する目的でアンケート用紙を廃棄したとは認
められないとした。

（26）　 いじめ防止義務違反を理由とする損害賠償請
求も退けた。

（27）　 桐生市の安全配慮義務違反については、主位
的請求の場面におけるそれと予備的請求の場面に
おけるそれに分けられる。原告らは、自死による
損害の賠償を主位的に請求し、いじめを受けたこ
とによる損害の賠償を予備的に請求したが、判決
は、前者については、「自死の具体的予見可能性
の存在を前提とする自死回避義務違反があるとい
うことはでき」ないとして安全配慮義務違反を否
定した。これに対して、後者（この場合の安全配
慮義務を特にいじめ防止義務と呼んでいる）につ
いてはいじめ防止義務違反を認め、請求を一部認
容した。

（28）　 安全配慮義務違反は認めなかった。控訴審判
決である札幌高判2020年11月13日判例自治475号
57頁も、調査報告義務の一般論を展開することな
く、アンケートの廃棄行為についてのみ調査報告
義務違反を肯定した（安全配慮義務違反は否定し
た）。

（29）　 学内で発生した盗難事件と関係している可能
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性があるという主張であった。
（30）　 控訴審判決は札幌高判2014年 2 月27日Westlaw 

Japan 2014WLJPCA02276003。
（31）　 中川明「子どもの死をめぐる学校の説明責任」
高見勝利編『人権論の新展開』80頁（北海道大学
図書刊行会・1999年）。「親は、学校に託したわが
子が学業を終える前にその生命を失った場合に
は、学校教育制度の利用を全うすることができな
かった者として、わが子の死に至るまでの事実解
明を要求することができる」とする。

（32）　 淡川典子「いじめをめぐる学校の調査義務・報
告義務（抄）」富山大学教育学部紀要54号177頁
（2000年）。一般論として、報告義務の根拠を親の
第一次的養育・発達責任（憲法26条と民法820条
によるという）や市町村の受任者としての性格に
求めつつ（親と市町村の関係は民法656条の準委
任であり、そこから報告義務を導く）、「いじめが
発生した場合は、様相が変わってくる」とし、「教
員は資格を得て、さらに採用試験の難関も越え
て、教員として働く場を得られるのであって、そ
の職務の専門性の認識・自覚を求められる存在で
ある。自らの教育権の行使にどのような不備が
あったか知らなければならないのみならず、『預
かったが、期待に応えられなかった』その結果だ
けでなく、どこにどのような不備があったのか
を、保護者に示す必要があろう」とする。

（33）　 市川須美子「学校の親に対するいじめ調査報
告義務」季刊教育法126号 9 －10頁（2000年）。「重
大かつ深刻な被害が生じうるいじめにつき、学校
側の調査・報告義務は、学校事故同様に、親の教
育権から根拠づけられる」としたうえで、自死の
場合においても「学校外の要因であることが容易
に推定できるようなケースでないかぎり、学校側
としても原因調査義務を負っており、特に本件の
ようにいじめの存在を強く推定させるような事実
が存在する場合、いじめの有無とその実態を明ら
かにするのは、被害者である子ども自身の権利を
代位する親に対する在学関係上の義務といえる。
また、いじめによる自殺の場合、いじめについて
の親の教育権行使は学校の情報提供に依存するの
で、進行中のいじめについての学校側の情報提供
義務の不履行の結果としての自殺損害という側面
を含んでおり、親自身の教育権行使を阻害された
人権侵害に対する回復請求として、調査・報告義
務を在学関係の当事者として主張できる」とする。

（34）　 采女・前掲注（ 4）117頁以下参照。自死の場
合に限定したものではないが、織田博子「イジメ
と法のかかわり」中川明編『イジメと子どもの人
権』79頁（信山社・2000年）も参照。

（35）　 本件で、いじめの事実を知った保護者は学校
側に調査・報告を求めたが、不十分な対応しかな
されなかった。学校は 9月の段階で生徒に作文を
書かせていたので、保護者は11月、町田市個人情
報保護条例に基づき、同市教育委員会教育長に対
して、個人情報記録の件名又は内容を「○○（被
害生徒の名前）の死について説明をした後生徒に
書かせた作文のうち○○にかかわるもの」とし
て、個人情報の開示を請求したが、同年12月、非
開示決定がなされた。不服申立ても棄却されたの
で（1992年10月）、1993年 1月、保護者は非開示
決定の取消しを求めて訴えを提起した。東京地裁
は、1997年 5 月 9日、訴えを退ける判断をし（判
タ967号130頁）、控訴審である東京高裁も、1999
年 8 月23日、保護者の控訴を棄却した（判タ1021
号175頁）。保護者は、この訴えと並行して、1995
年 2 月、学校側の調査報告義務違反を理由とする
損害賠償請求訴訟も提起した。この訴訟は1999年
11月、和解によって終了したが、本文で問題とす
るのはこちらの訴訟である。事実関係について
は、上記判決文及び細谷裕美「町田作文開示請求
訴訟・報告義務訴訟─親の知る権利と学校の情報
提供義務」季刊教育法126号45頁以下（2000年）
参照。

（36）　 注（33）の市川論稿は本訴訟に意見書として
提出されたものである。

（37）　 細谷・前掲注（35）49頁。
（38）　 市川須美子「判批」季刊教育法128号120頁
（2001年）。控訴審判決の評釈である小島優生「判
批」季刊教育法138号102頁（2003年）も同旨。

（39）　 采女・前掲注（ 4）115頁。
（40）　 【5】判決も同様である。前掲注（17）参照。
（41）　 市川須美子「いじめ防止対策推進法といじめ裁
判の現段階」獨協法学105号39頁（2018年）。

（42）　 現在においては、成年年齢が18歳になっている
ため、生徒が成年に達している場合の保護者への
報告義務をどのように構成すべきかという問題が
生じうるが、損害賠償請求権の相続に関する判例
法理を前提にすると、報告義務についても、報告
を求める生徒自身の請求権が保護者に相続される
と構成することになろう。
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（43）　 季刊教育法126号98頁（2000年）。
（44）　 細谷・前掲注（35）50頁。
（45）　 同上。
（46）　 齋藤健一郎「判批」自治研究93巻 5 号104頁
（2017年）は、本判決について「第三者調査委員
会に求められる調査水準を示したものと位置づけ
ることができる」という評価を与えている。

（47）　 〈 1〉判決以下の裁判例も含めると、〈 1〉判決
と〈 4〉判決が調査報告義務違反（ないしは調査
義務違反）を認めた。なお、【9】判決も全校アン
ケートの回答原本を廃棄したことについて調査報
告義務違反を認めているが、これは道立学校文書
管理規程に違反していたことが結論に大きく影響
しており、通常の調査報告義務違反とはやや異質
である。

（48）　 市川・前掲注（38）120頁。「トラブル事実の確
定だけでなく、クラス・学年全員のていねいな聞
き取り調査などは最低限必要だったはずである」
と述べる。判決は「全生徒から調査を行わなかっ
たり、全生徒からの聞き取り結果を報告書の形に
まとめなかったことをもって、調査が不十分で
あったということはできない」としていた。小島・
前掲注（38）102頁も、本文と同様の観点から、本
件では報告義務違反があったとの評価を示した。

（49）　 采女・前掲注（ 4）113、115頁。
（50）　 これに対して、小賀野晶一「判批」判例自治
235号43頁（2003年）は、「伝統的アプローチによ
れば問題はないであろう」との評価を与えた。

（51）　 調査報告義務に関する附帯決議も存在する。
2013年 6 月19日には衆議院文部科学委員会で、翌
20日には参議院文教科学委員会で決議がなされた。

（52）　 （a）～（c）はいずれも文部科学省のサイトで確
認することができる。

（53）　 最終改定は2017年 3 月14日である。
（54）　 本方針も、法の表現に合わせて情報提供という
言葉を用いている。

（55）　 本ガイドラインも、法の表現に合わせて情報提
供という言葉を用いている。

（56）　 「いじめが背景に疑われる場合は、いじめ防止
対策推進法に基づく重大事態としての対処が法律
上義務づけられており、当該指針の『基本調査』
及び『詳細調査』は、いじめ防止対策推進法第28
条に基づく重大事態の調査に当たる」とされてい
る。

（57）　 教員の安全配慮義務違反を理由とする損害賠

償請求も棄却した。原告らは、教員には、「いじ
めが発生しないように普段から生徒を指導し、い
じめが発生した場合すぐにこれを発見し、対策を
執る体制を準備する義務」（いじめ発生予防義務）
や「いじめを疑わせる徴表となる事実があるとき
は、被害者と思われる生徒及び周囲の生徒からの
聴き取り、保護者との協議、アンケートの実施等
の措置を執り、いじめを発見する義務」（いじめ発
見義務）があるのにこれらの義務を怠ったと主張
したが、判決は、「本件いじめを具体的に予見す
ることができたとはいえない」とか「本件いじめ
を具体的に認識することができたとはいえない」
などとして、安全配慮義務違反を否定した。

（58）　 NHK茨城 NEWS WEB「牛久の私立高いじめの
訴え 調査の進め方で県が誤った見解」（2023年10
月27日）参照。

（59）　この場合は、法律の規定に則った対応をしない
ことそのものが調査報告義務違反との評価を受け
るというべきである。後述の（ 2）（e）も参照。

（60）　 横浜市のサイトで期間限定で公開。
（61）　 重大事態への対応一般についてのものである
が、永田憲史「いじめ重大事態の判断に関する考
察─いじめ防止対策推進法の強靱化を目指して
─」関西大学法学論集70巻 2・3 号200頁（2020年）
は、現状について「日本全国で違法や違反が常態
化する異常な状態にある」と述べ、危機感を示す。

（62）　 文部科学省はこの立場であると思われる。「い
じめ防止等のための基本的な方針」は、「法第28
条の調査を実りあるものにするためには、学校の
設置者・学校自身が、たとえ不都合なことがあっ
たとしても、事実にしっかりと向き合おうとする
姿勢が重要である」としている。

（63）　 〈5〉判決において、学校側は、2011年 6 月の文
部科学省通知は「学校が教育機関として今後の教
育目的で背景調査を行う場合の調査のあり方を述
べたにすぎず、法的責任を追及する目的等に利用
するための調査・報告について記載したものでは
ない」から、「同通知を根拠に、自殺についての
法的責任を追及する目的に利用されかねないよう
な詳細な事実関係をも学校側が遺族に調査・報告
する義務はない」と主張した。全く共感しないが、
そのような主張が出てきても不思議ではない。

（64）　 報告書も、学校から独立した立場で関与するこ
とが教育委員会に期待されているとしつつ、いじ
めが疑われる自死の事案において、「教育委員会
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だけで、上記のような構造的問題を解消するほど
の指導的役割を期待することは困難であると思わ
れる」とする。

（65）　　小西洋之『いじめ防止対策推進法の解説と具
体策　法律で何が変わり、教育現場は何をしなけ
ればならないのか』194頁（WAVE出版・2014年）
は、「教育委員会等はいじめ事件において終局的
には法的責任を被害者サイドと争う可能性のある
関係にあること」を調査主体の「中立性及び公平
公正性」の要件と結びつけている。

（66）　 「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」
がいう基本調査は詳細調査の準備を整えるもので
あり、調査そのものではないというべきである。

（67）　 第三者委員会の事務局は、教育委員会の職員
によって担われることが少なくない。この問題に
ついては、石田達也「第三者調査委員会をめぐる
諸問題」季刊教育法212号104頁（2022年）、栗山
博史「いじめ重大事態調査の留意点」法の支配
206号79－80頁（2022年）参照。

（68）　 自死でない重大事態の調査も基本的には同様
に考えることができる。

（69）　 小西・前掲注（65）177頁。
（70）　 「保護者は、右報告を端緒として、子女に性的
被害の内容を確認したり、その性的被害によって
は適切な医療措置を受けさせたり、心理的衝撃か
ら自傷行為等の不幸な事故を起こさすことのない
ように子女の経過を観察したり、新たな被害を避
けるために加害者らへの厳正な捜査を求めたりす
ることが可能になるからである」という。

（71）　 采女・前掲注（ 4）100頁。同88頁は「報告を
怠った時、学校は全ての責任を引き受けたといえ
よう」とする。

（72）　 坂田仰編『補訂版　いじめ防止対策推進法　
全条文と解説』78頁〔坂田〕（学事出版・2018年）
は法23条 1項の措置が「調査」であることを前提
に解説を行っている。また、同条 5項については
「情報提供義務」という見出しを掲げて解説を行っ
ている（80頁）。

（73）　 自治体の中には、いじめに適切に対処しなかっ
たことを懲戒の対象として明文化しているところ
もある。たとえば、札幌市の「学校職員に対する
懲戒処分の指針」は「児童生徒間のいじめの実態
を把握しながら、適切な対応を怠り、又は放置し、
重大な状態を招いた職員は、停職、減給又は戒告
とする」と規定している。2024年 2 月26日の改正

で新設された（読売新聞2024年 2 月23日東京朝刊
道社 A25頁、同27日東京朝刊道社 B24頁）。

【追記】　2024年 6 月19日、文科省は、同日開催された
いじめ防止対策協議会の会合において、「いじめの重
大事態の調査に関するガイドライン」の改訂素案を示
した（当日の資料 3 － 3）。




